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令和８年度岩手県医療局職員研修【総合判断能力研修、業務実践能力研修、人間関係能力研

修及び専門知識・技術の習得研修】業務委託仕様書

１ 業務名

２ 業務委託期間

契約日から研修終了日までとするが、詳細については、受託者と県が調整の上、最終決定する

ものである。

３ 委託する研修

別紙１「令和８年度岩手県医療局職員研修【総合判断能力研修、業務実践能力研修、人間関係

能力研修及び専門知識・技術の習得研修】の実施について」の「２ 令和８年度岩手県医療局職

員研修【総合判断能力研修、業務実践能力研修、人間関係能力研修及び専門知識・技術の習得研

修】で委託する研修」の表中「研修名」に示す研修

４ 委託する研修業務の内容

別紙１「令和８年度岩手県医療局職員研修【総合判断能力研修、業務実践能力研修、人間関係

能力研修及び専門知識・技術の習得研修】の実施について」に示す「３ 令和８年度岩手県医療

局職員研修【総合判断能力研修、業務実践能力研修、人間関係能力研修及び専門知識・技術の習

得研修】の委託業務の詳細」中の研修のカリキュラム作成、研修用テキストの作成、講師の選定

確保及び講義等の実施（委託講師に係る部分（網かけ部分））

区分 業 務 名

総合判断

経営幹部職員研修

人事考課初任者研修・フォローアップ研修

新任監督者研修

業務実践

監督者補佐研修

新任主任職員研修

現任看護師上級課程研修

一般職員初級課程研修

新採用職員ストレス対処法セミナー

人間関係

ハラスメント防止セミナー

ストレス対処法セミナー

ＯＪＴ研修

専門知識

・技術

医療接遇セミナー

ハラスメント相談員研修

クラークスタッフ（Lv３）研修
クラークリーダー（Lv４）研修
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５ 契約に関する条件

（１）再委託等の制限

ア 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内

容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対して

文書で報告しなければならない。

（２）業務履行に係る関係人に関する措置要求

ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を

明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

イ 県は、上記(1)イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と認
められる者があるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を

取るべきことを請求することができる。

ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ

の結果を請求を受けた日から 10 日以内に県に書面で通知しなければならない。
（３）権利の帰属等

本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関

しては、受託者に帰属するものとし、県は、その使用許諾を受けるものとする。

（４）機密の保持

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開

示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。

（５）個人情報の保護

受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護条例（平成 13 年
３月 30 日岩手県条例第７号）を遵守しなければならない。
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６ 参考

（１）岩手県医療局の職能区分と求められる能力

※医療職(2)とは、薬剤・放射線・検査等の職種を指すもの

（２）クラークのキャリアパス

別添の医師事務作業補助者のキャリアパスとおり

職
能
層

職能区分 主な職名 求められる能力

管
理
職
能
層

総括管理 事務局長、総看護師長 経営方針の理解

部門の統括、指導

部門間調整、部門目標の遂行、人材育成
上級管理

事務局次長、副総看護師長、医療

職(2)※科長、技師長

中
間
指
導
職
能
層

指導準専門

課長、室長、主任主査、看護師長、

医療安全管理専門員、医療職(2)次

長、副技師長 等

経営方針の下で業務遂行、人材育成

実務経験・実務能力を保有し部下、後輩

に伝える役割の認識、業務調整、分析等

高度の実行力

判断指導

係長、主査

看護師長補佐

医療職(2)主査技師（士） 等

上長の指導監督の援助

高度な技術、熟練度の高い業務遂行

部下、後輩に対する十分な指導力

熟練非定型

主任

主任看護師

医療職(2)主任技師（士） 等

熟練度の高い業務の遂行

担当職務に関する高度な実務知識

上司の下で低位者の指導

一
般
職
能
層

定例非定型
主事、薬剤師、診療放射線技師、臨

床検査技師、管理栄養士 等

判断が入る業務の遂行

担当業務にやや熟練

上司の下で後輩職員の指導

実務知識の保有

日常定型
基礎的業務遂行力

基礎的知識・経験の習得


